
１　住民基本台帳に記載されていない者が本邦に上陸した場合

(1)　国際免許証取得後，初上陸した場合

国際免許証の有効期間

（発給日から１年間）

(2)　初上陸後，国際運転免許証を取得した場合

国際免許証の有効期間

（発給日から１年間）

２　住民基本台帳に記録されている者が出国して再上陸した場合

(1)　外国滞在３月以上で再び上陸した場合

国際免許証の有効期間

（発給日から１年間）

国際運転免許証で運転できる期間

国際免許証

を取得
上陸

海外に滞在

国際免許証で

運転できる期間

（上陸の日から１年間）
起

算

出国せず郵送等で

国際免許証を取得
上陸

海外に滞在

国際免許証で

運転できる期間

（上陸の日から１年間）
起

算

国際免許

証を取得
上陸

日本に滞在

国際免許証で

運転できる期間

（上陸の日から１年間）
起

算
３月以上の出国

上陸

再入国の

許可を受

け出国

中長期滞在

（住民基本台

帳に記録）



(3)　外国滞在３月未満で再び上陸した場合（外国籍の方に多いケース）

国際免許証の有効期間

（発給日から１年間）

(2)　外国滞在３月未満で再上陸した場合（日本国籍の方に多いケース）

国際免許証の有効期間

（発給日から１年間）

前回上陸日

が起算日

３月未満で上陸しているので起算日

とならない

３月未満で帰国（上陸）しているので起算

日とならない。

また，他の上陸日もないので「上陸の日か

ら１年間」の起算日は存在しない。

国際免許

証を取得
上陸

日本に滞在 日本に滞在３月未満の出国

上陸

再入国の

許可を受

け出国

住民基本台帳に記録（中

長期滞在者等）

国際免許証は保有している

が，上陸から１年以内では

ないので本邦で運転はでき

ない

国際免許

証を取得
出国

日本に滞在 日本に滞在３月未満の出国

上陸

住民基本台帳に記録され

ている日本人等

国際免許証は保有している

が，「上陸から１年間」の

起算日が存在しないので本

邦で運転はできない


